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▲市民憲章制定起草会議録
　（昭和52年6月14日）

▲市民憲章全文
　（「みのかも市報」（昭和53年5月号掲載））
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「

　制定にあたり、市民の問題意識や希望を把握するため、委員会で
は市民への意識調査を２度にわたり実施します。「市民憲章制定に
ついてお尋ね」は全世帯を対象とし、市の誇りや公衆道徳への課題、
未来への願いなど12項目にわたる質問が連ねられました。回収率
87％を超えた用紙は電算機で処理、グラフ化され、さまざまな観
点から検討がなされたようです。こうして完成した憲章文は、まさ
に当時の市民の思いを集約したものとなっています。

「市民へのアンケート」
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